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　放
置
自
転
車
は
管
理
者
が
回
収
し
、
一
定
期
間
経

過
後
に
廃
棄
し
ま
す
。
期
間
内
に
返
還
申
請
を
し
ま

し
ょ
う
。

返
還
時
間

　平
日
　午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　
　
　
　
　（土
日
・
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

持
参
品

　 

引
取
通
知
書
（
送
付
を
受
け
た
場
合
）、

印
鑑
、所
有
を
証
明
す
る
も
の
（
免
許
証
、

学
生
証
な
ど
）、
自
転
車
な
ど
の
鍵

転
車
は
そ
の
土
地
の
所
有
者
か
管
理
者
で
対
処
し

て
く
だ
さ
い
。

Ｑ�

　道
路
上
に
放
置
さ
れ
た
自
転
車
は
警
告
な
し
に

撤
去
さ
れ
ま
す
か
。

Ａ�

　市
の
管
理
道
路
で
は
、
通
行
に
著
し
い
支
障
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
即
時
撤
去
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
市
営
駐
輪
場
で
は
、
注
意
札
を

貼
付
し
て
か
ら
14
日
経
過
後
に
警
告
札
を
貼
付
、

さ
ら
に
14
日
経
過
後
に
撤
去
し
ま
す
。
ま
た
、
市

の
管
理
道
路
か
ら
撤
去
し
た
自
転
車
は
公
示
し
て

か
ら
６
ヵ
月
経
過
後
に
、
市
営
駐
輪
場
の
場
合
は

公
示
し
て
か
ら
30
日
経
過
後
に
廃
棄
し
ま
す
。

Ｑ�

　自
宅
や
店
舗
、
道
路
上
に
放
置
さ
れ
た
自
転
車

は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
す
か
。

Ａ�

　盗
難
自
転
車
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
交
番
か

警
察
署
に
連
絡
し
ま
し
ょ
う
。
私
有
地
の
放
置
自

輪
場
に
長
期
間
に
わ
た

り
駐
輪
し
続
け
る
と
、

他
の
人
が
利
用
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
必
要
以

外
の
駐
輪
は
や
め
ま

し
ょ
う
。

 

　近
年
、
皆
さ
ま
の
協
力
に
よ
り
、
新
八
代
駅
の
放

置
自
転
車
数
は
減
少
傾
向
で
す
が
、
依
然
と
し
て
多

く
の
自
転
車
が
駅
周
辺
を
中
心
に
放
置
さ
れ
て
い
る

状
況
で
す
。「
み
ん
な
が
置
い
て
い
る
か
ら
」「
少
し

の
時
間
だ
け
だ
か
ら
」
な
ど
の
理
由
で
置
か
れ
た
自

転
車
は
、街
の
景
観
を
損
ね
る
だ
け
で
な
く
、歩
行
者

や
目
の
不
自
由
な
人
、
車
椅
子
の
人
の
通
行
の
妨
げ

に
な
り
ま
す
。ま
た
、強
風
で
倒
れ
た
り
、
人
が
つ
ま

ず
い
た
り
す
る
原
因
に
な
る
な
ど
大
変
危
険
で
す
。

　美
し
く
住
み
や
す
い
街
に
す
る
た
め
自
転
車
は
必

ず
駐
輪
場
な
ど
に
停
め
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
市
営
駐

問
合
せ

　土
木
課
（
本
庁
仮
設
庁
舎
西
棟
２
階
）
☎
33
４
１
２
１

放
置
自
転
車
は
通
行
の
妨
げ
に
な
り
危
険
で
す
。

き
ち
ん
と
駐
輪
場
に
置
き
ま
し
ょ
う
。

や
め
よ
う
放
置
自
転
車

※ 県道（市内の国道 219 号・443 号・445 号を
含む）は県南広域本部土木部維持管理課、国道
３号は国土交通省八代維持出張所へ問い合わせ
ください。

放
置
自
転
車
の
危
険
性

放
置
自
転
車
Ｑ
＆
Ａ

放
置
自
転
車
の
回
収

撤
去
さ
れ
た
自
転
車
の
返
還

放置自転車についての問い合わせ一覧

土木課☎33-4121
　�（旧八代市内の八代市管理道路、
　市営新八代駅西口駅前広場駐輪場、
　市営新八代駅南口広場駐輪場）

市民活動政策課☎33-4482
　（市営八代駅前駐輪場）

鏡建設地域事務所☎52-7820
　（鏡町内の八代市管理道路）

千丁建設地域事務所☎46-1104
　（千丁町内の八代市管理道路）

坂本建設地域事務所☎45-2290
　（坂本町内の八代市管理道路）

東陽建設地域事務所☎65-2115
　（東陽町内の八代市管理道路）

泉建設地域事務所☎67-2115
　（泉町内の八代市管理道路）

本町3丁目商店街振興組合
　☎32-2697
　（市営本町3丁目駐輪場）
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　ま
た
、
本
市
に
お
い
て
も
広
く
市
民
に
周
知
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
現
在
、
障
が
い
者
支

援
課
と
各
支
所
内
の
健
康
福
祉
地
域
事
務
所
５
ヵ
所

に
お
い
て
チ
ラ
シ
を
掲
示
し
て
お
り
ま
す
。
モ
ノ
ク

ロ
の
チ
ラ
シ
に
つ
い
て
は
、
カ
ラ
ー
印
刷
に
切
り
替

え
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

 ・
ゴ
ミ
袋
の
形
状
変
更
に
つ
い
て

　持
ち
手
が
あ
る
ゴ
ミ
袋
が
使
い
や
す
い
と
思
う
の

で
検
討
し
て
欲
し
い
。

〔
回
答
〕 

　現
状
の
八
代
市
有
料
指
定
袋
の
形
状
は
、
四
方
か

ら
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
結
び
目
が
持
ち
手
と
な
る
こ

と
、
容
量
が
大
き
い
こ
と
、
安
価
に
作
成
で
き
る
こ

と
、
在
庫
管
理
・
流
通
な
ど
市
民
の
利
便
性
も
高
い

こ
と
な
ど
メ
リ
ッ
ト
が
多
い
で
す
。
今
後
、
市
民
の

皆
さ
ま
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
れ
ば
形
状
変
更
の
検
討
を

行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

・
ア
ー
ケ
ー
ド
に
も
ト
イ
レ
を
設
置
し
て
ほ
し
い

　ア
ー
ケ
ー
ド
の
中
に
大
規
模
店
舗
の
よ
う
な
ト
イ

レ
が
あ
る
と
良
い
と
思
い
ま
す
。

〔
回
答
〕

　ア
ー
ケ
ー
ド
内
へ
自
由
に
使
っ
て
い
た
だ
く
ト
イ

レ
を
設
置
す
る
場
合
、
例
え
ば
、
が
ら
っ
ぱ
広
場
で

あ
れ
ば
常
時
開
放
す
る
た
め
の
改
修
な
ど
が
必
要
と

な
り
、
さ
ら
に
臭
い
な
ど
の
公
衆
衛
生
対
策
、
夜
間

の
防
犯
対
策
、
広
場
の
使
用
可
能
面
積
の
減
少
、
イ

ベ
ン
ト
実
施
時
の
景
観
低
下
、
費
用
負
担
な
ど
多
く

の
課
題
が
ご
ざ
い
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
ト
イ
レ
の

設
置
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
案
内
看
板
の
設
置
な

ど
、
ア
ー
ケ
ー
ド
で
の
快
適
な
お
も
て
な
し
の
環
境

が
充
実
し
て
い
き
ま
す
よ
う
、
今
後
も
商
店
街
の
皆

さ
ま
と
協
力
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

 ・
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
の
周
知
に
つ
い
て

　外
見
か
ら
は
分
か
ら
な
い
障
が
い
、
難
病
が
あ
る

方
の
カ
ー
ド
で
あ
る
「
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
」
の
公
共
交

通
や
学
校
な
ど
へ
の
周
知
の
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
ま
た
、
市
配
布
の
白
黒
印
刷
の
チ
ラ
シ
で
は
、

ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
の
赤
色
や
白
十
字
、
白
ハ
ー
ト
が
分

か
り
づ
ら
い
の
で
、
カ
ラ
ー
印
刷
が
助
か
り
ま
す
。

〔
回
答
〕

　市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
を
は
じ
め
、
市
の

関
連
施
設
へ
の
チ
ラ
シ
の
掲
示
、
路
線
バ
ス
運
行
会

社
な
ど
に
相
談
し
協
力
を
お
願
い
す
る
な
ど
し
て
、

周
知
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

◆
市
長
へ
の
手
紙
と
は

　市
長
へ
の
手
紙
は
市
民
参
加
の
市
政
を
推
進
す
る

た
め
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
市
政
に
意
見
や
提
案
が

で
き
る
制
度
で
す
。
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
手
紙
は
、

市
長
が
担
当
部
署
と
内
容
を
検
討
し
、
希
望
者
に
は

文
書
で
回
答
し
ま
す
。

◆
市
長
へ
の
手
紙
は
ど
こ
に
あ
る
の
？

　市
長
へ
の
手
紙
と
投
函
用
封
筒
、
投
函
箱
を
本
庁

仮
設
庁
舎
総
合
案
内
所
や
各
支
所
、
各
出
張
所
・
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
な
ど
市
内
各
所
に
設
置
し
て

い
ま
す
。

　※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

◆
ど
ん
な
こ
と
を
書
く
の
？  

　「〇
〇
で
観
光
客
を
増
や
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
」

「
〇
〇
事
業
で
市
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
い
」「
〇
〇
制

度
で
地
域
活
性
化
に
つ
な
げ
た

い
」
な
ど
意
見
・
提
案
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

や
め
よ
う
放
置
自
転
車

問合せ　秘書広報課☎33-4101

意
見
・
提
案
を
紹
介
し
ま
す

　平
成
29
年
度
に
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
手
紙
の
中
か
ら
回
答
と
と
も
に
そ
の
一
部

を
紹
介
し
ま
す
。

手紙を送る際のお願い
① 市長への手紙での各種問い合わせはできません。
②  個人的な利害に関することや他人を誹謗中傷

する内容は、遠慮ください。
③  意見・提案はなるべく 1枚の用紙に 1つの内

容を記入してください。
④  回答を希望する場合は、担当部局で協議を必

要とするため、時間を要する場合もあります。
⑤  市長への手紙は、投函箱、郵送（切手が必要）

ファックス、電子メールで受け付けています。
郵送先 〒 869-4292 鏡町内田 453-1
　　　 八代市役所　秘書広報課
FAX 52-8123　Mail info@city.yatsushiro.lg.jp




